
 

                         令和８年４月１日（水） 小豆坂小学校 

 

１．意義・目的 

・自主的・自発的活動であることを基盤にした活動を行い、教育活動の一環として責任感や連帯感など

の育成が図られるようにする。 

・顧問と児童、また、上級生と下級生との関係を良好に保てるようにし、マナー等も学べるようにする。 

 

２．部員一人一人を大切に 

・選手になれない児童もいることを念頭に置き、選手になれない児童にとっても、有意義な部活動にな

るような指導に努める。 

・休むときには、必ず顧問に連絡をするようにする。 

 （伝え方は各部の裁量によるが、児童の居所を確実に把握できるようにしておく） 

 

３．部活動の活動期間 

・学期中の月曜日、水曜日、木曜日、祝日、振替休日、代休日の部活動はなし。 

・部活動の開始日は５月１２日（火）からとする。部活動開きは４月２２日（水）の長放課に行う。 

・１１月～1月は平日の部活動は行わない。 

・夏休みは、８月２３日（日）までは行わない。 

・成績処理週間、学級編成週間については、平日も土曜日もすべて活動は行わない。 

 １学期成績週間・個別懇談会期間・・ ６月２３日（火）～７月３日（金） 

 ３学期成績週間・・・・・・・・・・ ２月２２日（月）～３月９日（火） 

 学級編成週間・・・・・・・・・・・ ３月９日（火）～２４日（水） 

・球技大会直前の１０月は、週４回の活動を可能とする。（火、水、金、土） 

・２月２７日（土）、３月６日（土）は、お別れ試合として活動を可能とする。 

 

４．安全のために 

活動場所の安全に対する配慮、活動の道筋の明確化、能力に応じた練習課題の３つの要因に留意し、

事故を回避する方法や対策を検討する。 

・顧問が不在の場合は、活動中止とする。 

・顧問で役割分担（下校指導・部活準備）を行い、活動時間を確保する。 

・活動前後の施設・用具の安全点検を怠らない。 

・練習前や練習中、練習後の児童の健康状況の把握を十分に行い、児童の健康・安全に関する管理・指

導に留意する。 

・活動時間は、休日最大２時間とする。（練習試合・大会は除く） 

・熱中症対策、低体温症対策を行い、実態に応じては試合案内などで保護者に呼び掛ける。 

・怪我や病気に対して責任ある対応をする。 

（怪我が起きたらすぐに養護教諭、管理職に連絡し病院へ行くかどうかの判断をする。また、病院に

行ったかどうかにかかわらず、必ず保護者に連絡をする。） 

 ※顧問が来るまで練習を開始しないことを徹底する。（顧問が早く行く） 

・怪我人が出てしまった場合、対応する教員しかその場にいなければ他の児童は休憩させて待たせる。 

・頭の怪我については、保護者に確実に連絡し、管理職に必ず報告する。 

 

５．下校について 

・部活下校の時間を守る。下校時刻前に児童が必ず下校場所（ケヤキ広場）に集合できるように、活動

を終了する。下校時刻を必ず遵守する。休日は同じ時間で終わる部活動があれば、ケヤキ広場に集ま

り、集団で下校する。 

・下校指導担当（多くの職員で行う） 

火 金 

ソフト・バレー・音楽 サッカー・バスケ・水泳 

 

 

 

 



６．部活動運営上の留意事項 

 ① 休日の部活動は、登下校時の安全確保のため、各部の登校・下校時刻をできるだけそろえるよう

にする。活動時間は、前半は８時～10時。後半は 10時～12時。ただし、夏休みは除く。前半の

部活は７時 50分に門を通過する。後半の部活は 9時 50分に門を通過する。 

 ② 当日の急な欠席連絡については、前半は７時 30 分～50 分までにする。後半は９時 30 分～50 分

までにする。 

 ③ 子供が転部を希望した場合は、「本人・保護者・担任・現在所属している部の顧問・新しく入部

を希望する部の顧問」の５者で話し合い、全員の了解を得て決定する。 

 ④ 学校が用意するバスを利用できるのは、次の３つの場合とする。 

・小学校体育大会 

・小学校水泳大会 

⑤ 熱中症が心配な時期は、休日の活動開始時刻を７：３０に変更し、WBGTに留意して活動する。 

⑥ 天候等の理由で活動を中止する場合は、役職と顧問で相談後、配信メールで連絡をする。 

 

７．その他 

・毎月の指導計画を作成し、1部掲示する（教頭先生の席の右の壁）。 

・練習試合・対外試合については、決まり次第、役職者や保護者に知らせる。 

 （練習試合は「校内→職員用→部活動→対外・練習試合許可願」に必要事項を記載し、校長先生の許

可を得る） 

※保護者の送迎は、原則自分の子供だけとする。保護者が引率できない児童は、顧問が公共交通機関で

引率をする。→R4～7では事例なし 

・児童の人権を尊重した指導に留意する。 

※児童の指導にあたる場合は、常に、児童を思う保護者の存在を忘れず、保護者が納得できる指導に

心がける。 

・運動部は、体操服等で活動する。ただし、忘れた場合もできる範囲の活動は行う。 

・校外に練習試合に行く際には、必ず全員が出場する。（人数が多い部活動は人員を絞る） 

・大会参加については、球技大会以外に１つのみとする。※協会の大会等 

 

【４年生の部活動】（予定）※バスケ、バレー 

 部活動見学・・・・・・・・・９月１５日（火）～１８日（金） 

 部活動仮入部・・・・・・・・９月２５日（金）～２９日（火） 

 部活動本入部届締切・・・・１０月 ５日（月） 

 部活動本入部・・・・・・・・２月 ２日（火） 

※球技大会直前に仮入部期間を設定することは避けたいため、上記の案である。 

 

※本校部活動の入部は任意である。 

※水泳部については令和８年度小学校水泳大会までの活動とする。 

（他の部活動は、令和９年度までの活動とする。） 


